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開会 午前１０時００分 

 

◎開会の宣告 

○議長（益子明美） ただいまの出席議員は12名であります。 

  欠席届が10番、大金市美議員から出されております。 

  定足数に達しておりますので、ただいまから令和７年第４回那珂川町議会臨時会を開会し

ます。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎開議の宣告 

○議長（益子明美） 直ちに本日の会議を開きます。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（益子明美） 本日の議事日程につきましては、お手元に配付したとおりでありますの

でご覧願います。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（益子明美） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第125条の規定により、７番、益子純恵議員及び８番、小川

正典議員を指名します。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎会期の決定 
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○議長（益子明美） 日程第２、会期の決定を議題とします。 

  お諮りします。 

  本臨時会の会期は、本日１日としたいと思いますが、これに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（益子明美） 異議なしと認めます。 

  よって、本臨時会の会期は、本日１日とすることに決定しました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎承認第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（益子明美） 日程第３、承認第１号 那珂川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及

び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の専決処分の承認についてを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

〔町長 福島泰夫登壇〕 

○町長（福島泰夫） 皆さん、おはようございます。 

  本日はお忙しい中、令和７年第４回那珂川町議会臨時会にご出席をいただきまして、誠に

ありがとうございます。 

  令和４年５月にオープンしました屋内温水プールウェルフルなかがわにつきまして、およ

そ３年となる先月６月21日に累計入場者数が10万人を突破いたしました。これまで多くの

町民をはじめ、近隣市町からも幅広い世代の方々にご利用いただいており、健康増進や地域

交流の場として定着しつつあります。 

  ウェルフルなかがわはご存じのとおり、温水プールに加え、トレーニングジムやスタジオ

も併設しており、子どもから高齢者まで年齢や目的に応じて利用できる点が大きな特徴です。 

  また、小・中学校のプール授業のほか、水中運動教室やヨガ教室など、町民のニーズに応

じた多様なプログラムも展開しており、今後さらに利用の裾野が広がることが期待されてお

ります。 

  引き続き、運動を通した仲間づくりの拠点として、施設の魅力や利用方法の周知に努める

とともに、安全・快適な運営に取り組み、町民の皆様の健康寿命の延伸と地域の活性化に資

する施設となるよう努めてまいります。 
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  今回の臨時会は、条例改正、補正予算及び工事請負契約締結の議案３件を提出しておりま

す。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

  それでは、ただいま上程されました、承認第１号 那珂川町特別職の職員で非常勤のもの

の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の専決処分の承認について、提案理

由の説明を申し上げます。 

  国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律が令和７年６月４

日に公布され、同日に施行されました。 

  これに伴いまして、那珂川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例についても所要の改正を行うため、令和７年６月９日付で地方自治法第179条第１項の規

定に基づき、専決処分を行いましたので、同条第３項の規定により、議会にご報告申し上げ、

承認を求めるものであります。 

  内容の詳細につきましては、担当課長から説明させますので、ご審議の上、承認賜ります

ようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。 

○議長（益子明美） 総務課長。 

○総務課長（加藤博行） 補足説明を申し上げます。 

  議案書に添付してあります参考資料、那珂川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費

用弁償に関する条例の一部改正についてをご覧ください。 

  １、改正の理由でありますが、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改

正に伴い、選挙長等の職務のために要する費用の額が改められたため、所要の改正を行うも

のであります。 

  ３、改正の内容でありますが、条例別表中、報酬の額について、選挙長の１回「１万800

円」を「１万2,200円」に、投票所の投票管理者の日額「１万2,800円」を「１万4,500円」

に、期日前投票所の投票管理者の日額「１万1,300円」を「１万2,800円」に、開票管理者

の１回「１万800円」を「１万2,200円」に、選挙立会人の１回「8,900円」を「１万100円」

に、投票所の投票立会人の日額「１万900円」を「１万2,400円」に、期日前投票所の投票

立会人の日額「9,600円」を「１万900円」に、開票立会人の１回「8,900円」を「１万100

円」にそれぞれ改正するものです。 

  ４、施行期日は、令和７年６月９日であります。 

  以上で補足説明を終わります。 

○議長（益子明美） 提案理由の説明が終わりました。 
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  これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（益子明美） 質疑はないようですので、質疑を終わります。 

  これより討論を行います。 

  討論は先に、本案に対する反対討論を許します。 

  討論はありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（益子明美） 討論はないようですので、討論を終わります。 

  採決を行います。 

  承認第１号 那珂川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例の専決処分の承認については、原案のとおり承認することに異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（益子明美） 異議なしと認めます。 

  よって、承認第１号は原案のとおり承認されました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎承認第２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（益子明美） 日程第４、承認第２号 令和７年度那珂川町一般会計補正予算（第２号）

の専決処分の承認についてを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

〔町長 福島泰夫登壇〕 

○町長（福島泰夫） ただいま上程されました、承認第２号 令和７年度那珂川町一般会計補

正予算（第２号）の専決処分の承認について、提案理由の説明を申し上げます。 

  本案は、早急に補正予算を編成し、執行する必要があったことから、地方自治法第179条

第１項の規定により、６月９日付で専決処分を行いましたので、同条第３項の規定により、

議会にご報告申し上げ、承認を求めるものであります。 



－7－ 

  今回の補正予算につきましては、７月20日投開票で執行される第27回参議院議員通常選

挙に係る選挙事務経費を計上したもので、その補正額は100万円であり、補正後の予算総額

は98億1,900万円となりました。なお、これらに要する財源は、県支出金を充てることとい

たしました。 

  以上、令和７年度那珂川町一般会計補正予算（第２号）の専決処分の承認について、その

大要を申し上げましたが、内容の詳細につきましては担当課長から説明させますので、ご審

議の上、承認賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。 

○議長（益子明美） 企画財政課長。 

○企画財政課長（谷田克彦） 補足説明を申し上げます。 

  補正予算書の７ページをご覧ください。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書により、歳入からご説明いたします。 

  16款県支出金、３項１目総務費委託金の補正額は100万円の増で、参議院議員通常選挙に

係る委託金であります。 

  ８ページ、歳出に入ります。 

  ２款総務費、５項２目参議院議員通常選挙費の補正額は100万円の増で、７月３日公示、

７月20日投開票の日程で執行される参議院議員通常選挙に係る事務経費を計上するもので、

報酬は条例改正に伴い、選挙立会人等の非常勤職員報酬を増額するもの。 

  使用料及び賃借料は、６月１日に施行された改正労働安全衛生規則により、職場の熱中症

対策が義務化されたことに伴い、熱中症対策の強化として、投票所等に設置する扇風機の借

上料及び空調服の賃借料を増額するものであります。 

  ９ページ以降は、今回の補正に係る給与費明細書でありますので、ご覧いただきたいと思

います。 

  以上で補足説明を終わります。 

○議長（益子明美） 提案理由の説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（益子明美） 質疑はないようですので、質疑を終わります。 

  これより討論を行います。 

  討論は先に、本案に対する反対討論を許します。 
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  討論はありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（益子明美） 討論はないようですので、討論を終わります。 

  採決を行います。 

  承認第２号 令和７年度那珂川町一般会計補正予算（第２号）の専決処分の承認について

は、原案のとおり承認することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（益子明美） 異議なしと認めます。 

  よって、承認第２号は原案のとおり承認されました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（益子明美） 日程第５、議案第１号 第３期那珂川町ケーブルテレビ施設光化整備事

業（整備工事）請負契約の締結についてを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

〔町長 福島泰夫登壇〕 

○町長（福島泰夫） ただいま上程されました、議案第１号 第３期那珂川町ケーブルテレビ

施設光化整備事業（整備工事）請負契約の締結について、提案理由の説明を申し上げます。 

  本工事の契約方法は、一般競争入札とし、６月17日に開札を行いました。その結果、日本

電通株式会社代表取締役社長川副和宏が、８億3,674万8,000円で落札いたしました。 

  工事の内容ですが、本工事は、町ケーブルテレビ施設の老朽化や防災面等の課題に対応す

るため、ケーブルテレビ網を既存の同軸ケーブルから全線光ケーブルに切り替えるもので、

３か年にわたる整備工事のうち、最終年度の工事となるものであります。 

  地方自治法第96条第１項第５号及び那珂川町議会の議決に付すべき契約及び財産の所得又

は処分に関する条例第２条の規定に基づき、議会の議決をお願いするものであります。 

  内容の詳細につきましては、担当課長から説明させますので、ご審議の上、議決賜ります

ようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。 

○議長（益子明美） 企画財政課長。 
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○企画財政課長（谷田克彦） 補足説明を申し上げます。 

  議案第１号をご覧ください。 

  契約の締結内容は、契約の目的、第３期那珂川町ケーブルテレビ施設光化整備事業（整備

工事）、契約の方法、一般競争入札、契約金額、８億3,674万8,000円、契約の相手方、大

阪府大阪市港区磯路２－21－１、日本電通株式会社代表取締役社長川副和宏であります。 

  次に、議案書に添付してあります参考資料の入札経過書をご覧ください。 

  入札の経過ですが、４月21日に低入札価格調査制度対象工事として入札公告を行い、６月

５日を締切日として入札参加申請を受け付けました。 

  その後、６月16日を提出期限として、電子入札方式により入札を実施し、６月17日に開

札を行いました。 

  開札結果は、入札経過書一覧のとおりであり、入札参加業者２者中１者の入札辞退があり

ました。最低入札者となった日本電通株式会社を落札候補者として資格書類の審査を行い、

６月30日に落札者と決定いたしました。 

  なお、本入札の予定価格は８億4,787万円であり、落札率は89.71％でありました。 

  仮契約につきましては、落札通知の翌日から７日間以内に当たる７月３日に締結いたしま

した。 

  続いて、契約について説明いたします。 

  契約金額の内訳は、入札書記載金額７億6,068万円に消費税相当額7,606万8,000円を加え

た８億3,674万8,000円が落札価格であり、契約書記載金額となります。 

  工事箇所は、那珂川町内、旧小川町の区域であります。 

  工事概要は、送受信設備一式、伝送路設備一式、電源設備一式を行うものであります。 

  工期は、着手日を議会の議決の日から３日を経過した日とし、完成日を令和８年３月25日

といたしました。 

  以上で補足説明を終わります。 

○議長（益子明美） 提案理由の説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（益子明美） 質疑はないようですので、質疑を終わります。 

  これより討論を行います。 
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  討論は先に、本案に対する反対討論を許します。 

  討論はありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（益子明美） 討論はないようですので、討論を終わります。 

  採決を行います。 

  議案第１号 第３期那珂川町ケーブルテレビ施設光化整備事業（整備工事）請負契約の締

結については、原案のとおり決することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（益子明美） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第１号は原案のとおり可決されました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎閉会の宣告 

○議長（益子明美） 以上で本臨時会の会議に付されました事件は全て終了しました。 

  会議を閉じます。 

  これにて令和７年第４回那珂川町議会臨時会を閉会といたします。 

  ご起立願います。 

  礼。 

  ご苦労さまでした。 

 

閉会 午前１０時１８分 


